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独立行政法人農林水産消費安全技術センターの標準的な官職を定める規程

２１消技第２６号

平成２１年４月１日

一部改正 ２３消技第３８１０号

平成２４年４月１日

一部改正 ２４消技第３４２３号

平成２５年４月１日

一部改正 ２５消技第３６５３号

平成２６年４月１日

一部改正 ２９消技第３１０５号

平成３０年４月１日

一部改正 ３０消技第３００２号

平成３１年４月１日

一部改正 ３消技第２８４１号

令和４年４月１日

一部改正 ４消技第２７６９号

令和５年４月１日

（目的）

第１条 この規程は、国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第３４条第２項及び独

立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第５９条第２項の規定に基づき、独立

行政法人農林水産消費安全技術センター（以下「センター」という。）の標準的な官職

を定めることを目的とする。

（標準的な官職）

第２条 センターの標準的な官職は、次表の職制上の段階に応じ、同表の標準的な官職の

欄に掲げるとおりとする。

本部

職制上の段階 標準的な官職

一 本部の情報システム・セキュリティ統括官、部長及び有 部 長

害物質等分析調査統括チーム長の属する職制上の段階

二 本部の認定センター所長の属する職制上の段階 準 部 長

農薬審査統括官の属する職制上の段階

三 本部の業務監査室長、情報システム・セキュリティ統括 課 長

チーム長、課長、小平総務分室長、主任精度管理官、精度

管理官、上席表示監視官、調整指導官及び専門指導官の属

する職制上の段階

四 本部の室長補佐、課長補佐、分室長補佐、研修専門官、 課長補佐

労務管理官、総務専門官、監査専門官、主任調査官、表示

監視官、専門審査官及び検査管理官の属する職制上の段階
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五 本部の係長及び専門調査官の属する職制上の段階 係 長

六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職 係 員

制上の段階

地域センター

職制上の段階 標準的な官職

一 地域センターの長の属する職制上の段階 所 長

二 地域センターの長を助ける次長の属する職制上の段階 次 長

三 地域センターの課長、管理官、精度管理官及び上席表示 課 長

監視官の属する職制上の段階

四 地域センターの課長補佐、主任調査官及び表示監視官の 課長補佐

属する職制上の段階

五 地域センターの係長及び専門調査官の属する職制上の段 係 長

階

六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職 係 員

制上の段階

本部の事務所

職制上の段階 標準的な官職

一 本部の事務所の長の属する職制上の段階 事務所長

二 本部の事務所の課長及び精度管理官の属する職制上の段 課 長

階

三 本部の事務所の課長補佐及び主任調査官の属する職制上 課長補佐

の段階

四 本部の事務所の係長及び専門調査官の属する職制上の段 係 長

階

五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職 係 員

制上の段階

附 則

（施行期日）

第１条 この規程は平成２１年４月１日から施行する。

（施行期日）

第１条 この規程は平成２４年４月１日から施行する。

（施行期日）



- 3 -

第１条 この規程は平成２５年４月１日から施行する。

（施行期日）

第１条 この規程は平成２６年４月１日から施行する。

（施行期日）

第１条 この規程は平成３０年４月１日から施行する。

(施行期日）

第１条 この規程は平成３１年４月１日から施行する。

(施行期日）

第１条 この規程は令和４年４月１日から施行する。

(施行期日）

第１条 この規程は令和５年４月１日から施行する。


